
～運転免許証と車検証のチェック～

安全運転管理者の業務には、検知器を用いたアルコールチェックのほか、運転者
の適性等の把握や運行計画の作成等が定められています。

個々の運転者の運転免許証（以下、「免許証」）の確認はもちろんですが、うっ
かり失効（有効期限切れに気付かない）、免許の条件や種類など、意識せずに無
免許運転等をしている場合があります。

こうした行為を防止するためには安全運転管理者等において、確認項目が一目で
わかるクリアファイル等を活用して運転前の免許証と車検証を確実にチェックし
ましょう。

無免許運転等の防止

道路交通法 第75条（自動車の使用者の義務等） 一部抜粋

自動車の使用者（安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。）
は、その者の業務に関し、自動車の運転に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを
命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
１ 運転免許を受けている者でなければ運転することができないとされている自動車を当該運転
免許を受けている者以外の者が運転すること。

罰則：無免許運転容認（道路交法第117条の２の２第２項第１号）
３年以下の懲役又は50万円以下の罰金

※ 特に、運転する車の車検証「乗車定員・最大積載量・車両総重量」と運転できる免
許の条件、種類を確認することが重要です。
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